
ヒ
タ
1

1
ヒ
ツ

ヒ
ダ
リ
ッ
プ
テ
左
機

能

祭
郡
阿
梅
郷
に
臨
す

る
邸
盟
問
。
ヒ
ダ
リ
と
の
み
辺
都
す
る
。

ヒ
ヂ
カ
h
F
ア
キ
ウ
ヂ
土
方
明
氏

週
明
梢
釆
男
・勘

左
衛
門
。
資
隠
す

一
年
父
孫
三
郎
氏
知
の
越
知
千
三

百
石
を
却
す
、
御
賂
廻
に
班
し
、
御
首
都
怒
行

・
御

作
事
怒
行
・御
先
防
顕
・町
事
行
を
町
院
、
天
明
五
年
五

且
御
馬
廻
郎
に
進
み
、
同
年
十

一
月
廿
八
日
自
殺
し

た
。
そ
の
弟
勘
右
衛
門
策
氏、

組
父
の
辿
跡
と
し
て

抗
菌
石
を
制
し
、
家
を
起
し
た
。

ヒ
ヂ
カ
生
ウ
ヂ
デ
ン
ヤ
土
方
氏
陣
屋

土
方
縦

久
が
能
殺
に
閉
山
積
を
有
し
て
ゐ
た
聞
は
、
鹿
島
郡
山

崎
に
川
原
を
山む
き
、
代
官
が
こ
L
に
院
在
し
て
そ
の

厨
務
を
鍛
っ
た
。
後
土
方
維
質
以
後
は
m
羽
咋
郡
四
阿

に
代
官
を
置
い
て
あ
っ
た
。

ヒ
ヂ
カ
タ
ウ
ヂ
ム
ネ
土
方
氏
様

沼
椴
勘
僻
問
。

河
内
守
雌
久
の
子
丹
後
守
雌
氏
F

柿
部
開
謝
意
向
人

カ
〉
の
際
子
七
左
衛
門
は
治
に
在
っ
て
磁
士
と
な
っ

て
ゐ
た
が
、
そ
の
子
が
氏
椋
で
あ
っ
た
。
氏
桜
前
聞

綱
紀
に
仕

へ
、
総
漸
〈
滋
ん
で
千
三
一
白
石
に
荒
り
、

延
冊
以
一
八
年
間
番
、
点
苧
コ
一
年
御
小
将
瓶
、
元
職
三
年

御
wm
廻
顧
と
な
・
0
、
七
年
十

一
旦
サ
三
日
六
十
二
日
臥

を
以
て
制
限
し
た
。
子
孫
滞
に
制
捜
す
る
。

ヒ
ヂ
カ
h
F
ウ
ヂ
リ
ヨ
ウ
土
方
氏
領

能

管
に
は

務
医
土
方
氏
の
所
領
が
あ
っ
た。

そ
の
沿
革
機
ね
左

の
如
〈
、
色
名
は
附
録
に
載
せ
た
。

ハ
一
)
土
方
組
久
l
m嵐
長
抗
年
土
方
河
内
守
縦
久
は
、

前

m利
長
か
ら
越
中
新
川
郡
布
市
村
響
一
一
品
石
を
分

県
せ
ら
れ
、
陸
奥
一
割
多
都
宮
陸
郎
等
鷲
高
石
と
共
に
之

を
領
し
た
。

医
長
十

一
日
ヰ
能
奄
の
中
期
羽
咋
部
十
八
今
村
・鹿
島
郡
二

十

一
今
村
・
脳
軍
部
ご
十
ニ
ャ
村
・

珠
洲
郡
つ
村
、
合

計
六
十一

一ヶ村

一
一
品
石
を
以
て
、鮒
久
の
新
川
部
に
於

け
る
前
領
に
代
へ
ら
れ
た
。
こ
の
能
膏
領
は
、
民
は

一
一
瓜
三
千
石
の
献
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
雌
久

殴
長
十
三
年

十

一
且
卒
し
、
後仲川町出
…則
雄
京
・
河
内

守
部
次
・
山
城
守
雄
直
を
岡
村
て
、
伊
賀
守
蹴
隆
に
去

っ
た
。

。
一
)
土
方
雄
阪

l
天
和
一
冗
年
本
領
武
磁
器
槻
一

一肌石

の
中
八
百
五
十
石

及
び
能
見
切
領
一
砥
石
巾
八
ヶ
村
千

石
を
制
い
て
弟
民
押
印
維
賀
に
奥
へ

、
雑
賀
は
史
に
能

奇
領
千
石
の
内

一
一
ヶ
村
一
白
抗
十
石
を
潤
い
て
、
そ
の

次
子
長
十
郎
に
分
県
し
た
。
之
を
以
て
雄
慌
の
侃
は

六
十

一
歩
村
九
千
石
と
な
っ
て
点
字
元
年
に
主
っ
た
。

円
一
有
数
の
符
合
せ
ざ
る
も
の
は
入
貯
の
村
あ
ろ
に
よ

る
)

貞
平
三
年
七
且
サ

一
日
徳
川
剣
士
口
は
、
雌
院
の
能山積

領札町
、
そ
の
木
町
山
武
磁
岩
槻
九
d
l
石
除
と
共
に
初
牧

し
て
幕
府
の
直
仰
と
し
た
。

へ
三
)
土
方
却
問
!
天
和
元
年
武
抑
制
に
於
け
る
八
一白
班

十
石
と
共
に
、
能
積
七
夕
日
相
八
百
五
十
石
を
雌
院
か

ら
受
け
、子
孫
相
裂
い
で
江
戸
腕
布
熊
森
に
位
し
た
。

衆
=
一
郎
の
時
、
明
治
元
年
=
一
月
政
府
は
そ
の
能
続
飢

を
加
賀
絡
に
詐
聞
と
し
た
が
、
五
且
梁
三
郎
は
恭
附

の
訟
を
表
し
て
再
び
之
t
y・領
L
、
羽
咋
岡
町
村
に
附
0

・
り
住
み
、
二
年
六
月
に
半
・っ
て
之
を
政
府
に
閥
的
迎
し

た。

時間
・良
市
川
正
家
は
、
利
長
が
討
を
設
野
良
政
・大
野
治

長
及
び
土
方
雄
久
に
授
け
、
翫
鴎
の
佳
民
に
徳
川
家

康
の
大
坂
械
に
R
R

る
を
待
ち
、
之
を
密
せ
ん
と
す
る

企
あ
る
こ
と
を
家
肢
に
諒
ひ
た
。
家
政
乃
ち
そ
の
日

の
夜
間
M
h
r-機
L
、
十
周
八
日
長
政
を
関
門
出
甲
斐
府
中

に
滋
ら
し
め
る
と
共
に
、雌
久
を
門
前
雌
太
郎
に
、
大
野

治
長
一を
下
野
結
城
に
移
し
た
。
然
る
に
近
年
間
徳
二

氏
の
相
反
円
す
る
に
及
び
九
家
肢
は
ま
た
雄
久
を
紹

き
、
七
月
官
四
日
加
到
に
依
し
て
利
長
に
柴
浪

・
庖

剛
山
に
来
品
目
す
べ
き
こ
と
を
告
げ
し
め
、
持
い
で
九
且

十
豆
町
家
肢
が
利
長
に
、
到
下
の
念
に剛
山
ぜ
ん
鎚
、

丹
須
長
前
一
・背
木
努
以
と
和
し
て
鍛
沼
す
べ
き
こ
と

を
命
じ
た
時
も
、
そ
の
使
者
は
雄
久
の
お
す
所
で
あ

っ
た
。
後
に
こ
の
間
旋
の
功
に
よ
り
利
長
か
ら
越
中

新
川
郡
一
政
石
の
地
を
受
け
た
が
、
次
い
で
能
背
の

う
ち
に
代
へ
ら
れ
た
。

ヒ
ヂ
カ
h
F
キ
ュ
ウ
リ
ヨ
ウ
コ
ウ
土
方
一
語
領
考

一
加
。
文
政
二
年
刷
訟
政
己
荘
。
院
長
五
年
土
方
雌

久
が
前
川
利
H
K
か
ら
越
巾
新
川
部
で
一
一
山
石
を
典
へ

ら
れ
、何
十
=
一
年
能
菅
附
へ
料
ぜ
し
め
ら
れ
て
か
ら
、

そ
の
地
が
砕
附
領

・
都
信
領
又
は
前
山
氏
に
領
地
と

な
っ
た
沿
革
宇
・
肥
し
た
も
の
で
あ
る
。

ヒ
ツ
サ
イ
セ
ン
セ
イ
イ
ソ
ウ
話
路
先
生
遣
草

一
加
。
大
地
昌
吉
の
隙
で
、
見
保
コ
一
年
か
ら
延
苧
四

年
ま
で
の
作
を
録
し
、
終
に
覧
保
二
年
六
且
前
谷
内

耐
枇
器
納
の
制
百
日
を
一
際
へ
て
あ
る
。

ヒ
ツ
ザ
ン
ホ
ウ

鍛
算
法
一
加
。
越
際
路
線
結
。

来
釘
丸
々
を
記
す
る
小
話
引
を
用
ひ
て
一
米
除
を
逢
行
し

得
る
法
そ
、
若
者
は
銭
円
叫
法
と
名
づ
け
た
も
の
で
あ

り
、

m織
を
座
右
に
む
〈
こ
と
を
好
ま
ぬ
士
大
夫
の

鉛
に
似
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
は
も
と
釘
法
統
宗

よ
り
出
で
、
元
職
六
年
大
底
鈴
木
麓
次
の
一
者
重
賞
記

に
も
凶
采
の
制
と
し
て
担
搬
す
る
も
の
で
、
商
務
の

(
四
)
土
方
長
十
郎

l
天
利
元
年
能
積
一
一
ヶ
村
百
五
十

石
を
突
維
質
か
ら
受
け
た
が
、
元
政
十
六
年
長
十
郎

は
越
山
内
腿
政
徳
の
養
子
と
な
台
、
宅
殿
町
政
点
と

抑
制
し
た
。
凶
っ
て
そ
の
前
額
は
掠
府
の
有
に
邸
し
た
。

ヒ
ヂ
力
主
力
ツ
ヒ
ザ
土
方
雄
久
沼
務
勘
兵
衛
、

後
河
内
守
。
前
出
利
家
夫
人
夫
徳
院
の
酬
明
で
、
利
長

の
従
弟
で
あ
っ
た
。
初
め
織
田
信
長
に
仕
へ
、
文
信

鮒
に
印
刷
L
、
次
い
で
問
医
努
吉
に
直
訴
し
て
尾
政
犬

山
城
に
四
邸
玄
千
石
を
領
し
た
o
m阻長
四
年
八
月
利

長
の
大
坂
か
ら
凶
に
闘
っ
た
時
、
九
且
七
日

m
m長

七

O
O

波
明
で
は
な
い。

ヒ
ツ
ソ
ヲ
一
逼
塞
滞
政
の
時
、
士
人
の
微
非
を

制
す
る
に
話
集
が
あ
っ
た
。
諮
撲
は
援
腿
と
似
て
居

る
が
、
冗
文
頃
の
法
令
で
、
前
者
は
知
行
を
典

へ
ろ

が
扶
持
を
給
せ
ず
、
越
路
は
知
行

・
扶
持
共
に
給
す

る
と
な
っ
て
ゐ
た
。
品
川
侶
に
も
話
器
の
剖
が
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
出
に
隠
居
よ
り
は
相
聞
い
模
度
の
も
の
で

あ
る
に
止
っ
て
ゐ
た
。

ピ
ッ
チ
ユ
ウ
パ
シ

倫
中
橋

金
持
締
於
杷
に、

『
制
中
俗
、
備
中
町
』
と
あ
る
。
備
中
旬
の
道
協
た
る

小
織
を
い
う
た
の
で
あ
る
が
、今
は
そ
の
名
が
な
い
。

ピ
ッ
チ
ユ
ウ
マ
チ

相川
中
町

金
部
の
町
名
。
元

般
の
地
子
町
肝
煎
毅
許
附
に
は

前
中
上
ゲ
地
町
と
あ

る
が
、後
に
略
し
て
制
中
川
と
呼
ぶ
や
う
に
な
っ
た
。

も
と
間
島
的
中
の
下
邸
で
あ
っ
た
が
、
免
職
し
て
家

紋
減
少
し
た
鎚
に
下
郎
売
上
ゲ
地
と
な
し
、
地
子
町

と
な

-o、
後
吏
に
諾
士
の
郎
地
と
し
て
奥
へ
ら
れ
た

も
の
と
見
え
る
。

ヒ
ツ
パ
リ
ギ
リ
引
抜
切

見
文
七
年
御
町内
制
組

の
士
今
校
牛
之
助
の
若
熊
が
、主
人
を
似
つ
け
た
時
、

牛
之
助
の
知
行
を
波
紋
し
、
若
作
品
を
阿
川
川
下
で
引

狼
切
に
配
一
し
た
。
そ
の
外
足
柄
小
一間
に
し
て
、
配
下

に
高
利
を
以
て
貸
怨
し
た
も
の
が
、
之
に
行
は
れ
た

こ
と
が
あ
る
。
後
世
に
は
こ
の
刑
が
な
い
。

ヒ
ッ
プ
ノ
シ
ョ
ウ
疋
夫
抄
=
一
加
。
兵
法
技
部

疋
夫
抄
と
も
い
ふ
o
有
期
永
氏
が
注
文
四
年
に
之
を

悲
し
、
元
政
一
一
年
裂
に
校
引
を
加
へ
た
も
の
。
叩
州

統
兵
第
に
恭
づ
き
、
何
人
も
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
戦
陣

の
名
目
、
軍
中
の
mM
訟
を
緋
げ
た
も
の
で
あ
る
。

ヒ
ッ
プ
ノ
シ
ョ
ウ
シ
カ
イ
疋
夫
之
抄
私
解

二

十
二
巻
、
有
抑
武
貞
畑
山
。
本
名
は
兵
法
按
柏
町
疋
夫
抄

私
解
。
永
氏
の
疋
夫
抄
に
就
い
て
、
誕
に
削
附
剛
柑
を
加

へ
た
も
の
で
あ
る
。


